様式第２号（別表第２関係）
第　　　　　号　

　　年　　月　　日　

岩手県知事　達増　拓也　様

申請者　（所在地）　　　　　　　　　　　　

　　　　（法人名）　　　　　　　　　　　　

　　　　（代表者名）　　　　　　　　　　　

岩手県介護人材資質向上支援事業費補助金交付申請書

標記事業を実施したいので、岩手県補助金交付規則第４条の規定により関係書類を添えて、次のとおり補助金の交付を申請します。

交付申請額
金　　　　　　　　　　　円

様式第３号（別表第２関係）
在　職　証　明　書

	氏　　名
	
	年　　齢
	歳

	性　別
	
	職　　種
	

	生年月日
	年　　　　　　月　　　　　　日

	住　　所
	〒　　　－



	勤務先事業所名
	

	勤務先住所
	〒　　　－

	雇用開始年月日
	年　　　　　　月　　　　　　日

	勤務時間
	　週　　　　時間（雇用保険の加入　　□　有　　□　無　）


以上のとおり、本法人に在職していることを証明します。
　　　年　　月　　日　
　　　所　在　地　　　〒
　　　電　　　話

　　　法　人　名

　　　代　表　者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
注）　変更申請にあっては、変更後の内容を記載の上、添付すること。
様式第４号（別表第２関係）
介護職員初任者研修受講（変更）計画（実績）書
	受講者氏名
	

	研修実施機関名
	

	受講期間
	　　　年　　　月　　　日　から
　　　年　　　月　　　日　まで

	受講料
（消費税及び地方消費税を含む額）
	　　　　　　　　円

	受講料に係る消費税等仕入控除税額
	　　　　　　　　円

	補助対象経費

（A）
	　　　　　　　　円

	補助金額

（ B ＝ A / 2 ）
	　　　　　　　　円


注１）補助対象経費は、受講料（補講料、追試料等は除く。）から消費税等仕入控除税額を差し引いた額とし、（別紙）消費税等仕入控除税額積算書を添付すること。ただし、補助金交付申請又は実績報告の時点において消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、これを含めた額を補助対象経費とし、（別紙）消費税等仕入控除税額積算書の添付は省略して差し支えないが、その後消費税等仕入控除税額が明らかになったときは、要綱第11の規定による消費税等仕入控除税額の報告及び補助金の返還を行うこと。
注２）補助金額は、補助対象経費の２分の１とし、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。ただし、受講者１人当たり60,000円を上限とする。
注３）変更申請にあっては、変更する事項について２段書きとすること（上段：変更前括弧書き、下段：変更後）。
（様式第４号別紙）
消費税等仕入控除税額積算書
１　法人名

２　受講料

　　　　　　　　円（うち消費税及び地方消費税の額　　　円）

３　消費税等の課税計算方法等

　　貴法人が該当する区分について、最右欄に○を記入してください。
	免税事業者
	

	課税事業者
	簡易課税
	
	
	
	

	
	一般課税
	公益法人等で特定収入割合が５％超
	
	
	

	
	
	公益法人等で特定収入割合が５％以下又はその他の法人
	課税売上高が５億円以下かつ課税売上割合が95%以上
	
	

	
	
	
	課税売上高が５億円超又は課税売上割合95%未満
	一括比例配分方式
	

	
	
	
	
	個別対応方式
	


４　受講料及び支出区分

　（円）　
	区分
	課税仕入
	非課税仕入
	合計

	
	課税売上対応分
	非課税売上対応分
	共通対応分
	
	

	受講料
	
	
	
	
	


　※　一括比例配分方式を採用している場合は、共通対応分の欄に計上してください。
５　課税売上割合

　　（計算過程を示して記載すること。）　
６　受講料に係る消費税等仕入控除税額

　　（計算過程を示して記載すること。）

注）消費税等仕入控除を行わない（消費税等仕入控除税額が０となる）法人にあっては、６にその旨を記載し、４～５は記入を省略して差し支えない。
様式第６号（別表第２関係）
第　　　　　号　

　　年　　月　　日　

岩手県知事　達増　拓也　様
申請者　（所在地）　　　　　　　　　　　　

　　　　（法人名）　　　　　　　　　　　　

　　　　（代表者名）　　　　　　　　　　　

岩手県介護人材資質向上支援事業費補助金変更（中止、廃止）申請書

　　年　　月　　日付け岩手県指令長第　　号で補助金の交付決定の通知のあった標記事業について、下記により変更（中止、廃止）したいので、承認されるよう関係書類を添えて申請します。

１　変更（中止、廃止）の理由
２　交付変更額

　　　　　　交付決定済額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
　　　　　　変更額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　変更後申請額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

様式第８号（別表第２関係）
第　　　　　号　

　　年　　月　　日　

岩手県知事　達増　拓也　様
申請者　（所在地）　　　　　　　　　　　　

　　　　（法人名）　　　　　　　　　　　　

　　　　（代表者名）　　　　　　　　　　　

岩手県介護人材資質向上支援事業費補助金実績報告書

　　年　　月　　日付け岩手県指令長第　　　　号で交付決定の通知のあった標記事業について、事業が完了したので、関係書類を添えて報告します。

様式第９号（別表第２関係）
第　　　　　号　

　　年　　月　　日　

岩手県知事　達増　拓也　様
申請者　（所在地）　　　　　　　　　　　　

　　　　（法人名）　　　　　　　　　　　　

　　　　（代表者名）　　　　　　　　　　　

岩手県介護人材資質向上支援事業費補助金請求書

　　年　　月　　日付け岩手県指令長第　　　　号で交付決定の通知のあった標記事業について、事業が完了したので、岩手県補助金交付規則第13条第１項の規定により、関係書類を添えて次のとおり補助金の交付を請求します。

補助金交付決定額　　金　　　　　　　　円

補助金請求額　　　　金　　　　　　　　円

様式第10号（第６第２項関係）

第　　　　　号　

　　年　　月　　日　

岩手県知事　　　　　　　　様

　（所在地）　　　　　　　　　　　　

　　　　（法人名）　　　　　　　　　　　　

　　　　（代表者名）　　　　　　　　　　　

岩手県介護職員初任者研修受講支援事業変更届

　　年　　月　　日付け岩手県指令長第　　　　号で交付決定の通知のあった標記事業について、次のとおり計画を変更するので、岩手県介護職員初任者研修受講支援事業費補助金交付要綱第６第２項の規定により報告します。

記

１　変更事項
２　変更の理由

注）変更する事項について２段書きとすること（上段：変更前括弧書き、下段：変更後）
様式第11号（第８関係）

第　　　　　号　

　　年　　月　　日　

岩手県知事　　　　　　　　様

　（所在地）　　　　　　　　　　　　

　　　　（法人名）　　　　　　　　　　　　

　　　　（代表者名）　　　　　　　　　　　

岩手県介護人材資質向上支援事業着手届

　　年　　月　　日付け岩手県指令長第　　　号で交付決定の通知のあった標記事業について、事業に着手したので、岩手県介護職員初任者研修支援事業費補助金交付要綱第８の規定により報告します。

記

	受講者氏名
	

	研修実施機関名
	

	受講期間
	平成　　　年　　　月　　　日　から

平成　　　年　　　月　　　日　まで

	受講料
	　　　　　　　　　円


様式第12号（第11第１項関係）
第　　　　　号　

　　年　　月　　日　

　岩手県知事　　　　　　様
申請者　（所在地）　　　　　　　　　　　
（法人名）　　　　　　　　　　　
（代表者）　　　　　　　　　　　

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書

　　年　　月　　日付け岩手県指令長第　　　　号で交付決定の通知のあった岩手県介護人材資質向上支援事業費補助金について、岩手県介護職員初任者研修受講支援事業費補助金交付要綱第10の規定により、下記のとおり消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を報告する。

記

１　規則第13条の事業実績報告による補助金精算額

金　　　　　　　　円

２　消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額のうち補助金相当額（要返還額）

　　金　　　　　　　　円

３　添付書類

（１）消費税等仕入控除税額積算書（別紙）
（２）確定申告書の写し、課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表の写し、その他参考となる書類
（様式第12号別紙）

消費税等仕入控除税額積算書

１　法人名

２　補助金精算額

　　　　　　　　円

３　消費税等の課税計算方法等

　　貴法人が該当する区分について、最右欄に○を記入してください。
	免税事業者
	

	課税事業者
	簡易課税
	
	
	
	

	
	一般課税
	公益法人等で特定収入割合が５％超
	
	
	

	
	
	公益法人等で特定収入割合が５％以下又はその他の法人
	課税売上高が５億円以下かつ課税売上割合が95%以上
	
	

	
	
	
	課税売上高が５億円超又は課税売上割合95%未満
	一括比例配分方式
	

	
	
	
	
	個別対応方式
	


４　補助金の使途内訳

　（円）　
	区分
	課税仕入
	非課税仕入
	合計

	
	課税売上
対応分
	非課税売上
対応分
	共通
対応分
	
	

	受講料
	
	
	
	
	


　※　一括比例配分方式を採用している場合は、共通対応分の欄に計上してください。
５　課税売上割合

　　（計算過程を示して記載すること。）
６　消費税等仕入控除税額のうち補助金相当額（補助金返還相当額）
　　（計算過程を示して記載すること。）

注）消費税等仕入控除を行わない（消費税等仕入控除税額が０となる）法人にあっては、６にその旨を記載し、４～５は記載を省略して差し支えない。
